平成22年度第三期　管理建築士講習受講案内
登録講習機関

財団法人　建築技術教育普及センター

登録年月日：平成20年11月28日　登録番号：第1号
　平成20年11月28日に施行された新建築士法では、建築士事務所を管理する建築士（以下「管理建築士」という。）となるには、建築士として3年以上の設計その他の国土交通省令で定める業務に従事した後、国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う管理建築士講習の課程を修了することとされています。
■　旧建築士法第24条第1項の規定により置かれている建築事務所の管理建築士についての経過措置

	新建築士法施行以前（平成20年11月27日以前）に既に管理建築士として業務に従事されている方々についても、管理建築士講習の課程を修了することが必要となりますが、経過措置として、新建築士法施行日から3年以内（平成23年11月27日まで)に、管理建築士講習の課程を修了することとされています。

　また、法施行後（平成20年11月28日以後）に建築士事務所の登録更新を行う場合で、法施行時に管理建築士として登録されている建築士が引き続き同じ建築士事務所において管理建築士となる場合の当該建築士も、新建築士法施行日から3年以内（平成23年11月27日まで)に管理建築士講習の課程を修了すればよいこととなります。


※経過措置の適用期限(平成23年11月27日)が迫ってくると、受講を希望される方が過度に集中し、希望される講習会場での受講が困難になることが予想されます。該当される方はなるべく平成22年度中に受講をされますようお勧めします。

■講習案内
1．受講申込関係書類の配布

(1) 配布場所　　社団法人 長野県建築士事務所協会 本会及び支部事務局(2頁参照)
(2) 配布時間　　午前9時30分～午後4時30分（ただし、土曜日、日曜日、祝祭日は除く。）
(3) 配布価格　　無料（受講申込者1人に1部）
　　　※郵送での配布は取り扱いませんので、最寄りの事務所協会支部事務局へお越し下さい。
2.受講申込書の受付

(1) 受付場所　　受講申込関係書類の配布を受けた事務所協会 本会及び支部事務局(2頁参照)
(2) 受付期間　　平成22年8月17日(火)～9月10日(金) （ただし、土曜日、日曜日、祝祭日は除く。）
(3) 受付時間　　午前9時30分～午後4時30分
3．受講手数料（テキスト代を含む）
１５，７５０円（消費税額　750円を含む。）
(1) 一旦納付された受講手数料は、当センターの責により講習を受けることができなかった場合を除き、返還されません。

(2) 受講資格審査の結果、受講資格なしと判定された方については、受講手数料を返還します。

(3) 講習テキストは講習日当日に会場で配布します。
4．講習日及び講習地

(1) 希望する講習地の講習日を選択して下さい。

(2) 講習の受付は申込受付順とし、一つの講習に受講希望者が集中した場合又は極端に少ない場合には、希望する講習地の講習日で受講ができない場合があります。

5．講習地及び講習日の変更

転勤などやむを得ない事情がある場合で、且つ、変更先の会場に余裕のある場合に限り、講習地及び講習日の変更が可能です。指定された講習日の１週間前までに、社団法人長野県建築士事務所協会 本会事務局へ申し出て下さい。

6．講習の構成

(1) 講習は1日で実施し、テキストを使用した講義（5時間）と修了考査（1時間）の構成になります。なお、講義と修了考査を別々の日で受けることはできません。

(2) 受講すべき講義の一部でも欠席した場合は､修了考査を受けることができません。

(3) 講習開始時刻等の当日の実施時刻は、講習会場により異なりますので、必ず2頁の講習の時間割(予定)により確認して下さい。（講義時間及び修了考査時間の変更はありません。）

7．修了者の発表

(1) 講習修了者の発表は、講習実施月の翌月末を予定しています。
(2) 修了者については、「修了証」の交付をもって修了の通知をします。その際、修了できなかった方にもその旨通知します。

　　※「修了証」「通知書」が届かない場合には、センター業務部第三課（03-5524-3105）にお問い合わせください。
(3) 修了者の受講番号を記載した修了者一覧表の公表については、講習を実施した各事務所協会及び当センター各支部で行うとともに、当センターホームページに掲載します。
(4) 修了考査問題及び合格基準点等の概要の公表については、講習実施年度の翌年度4月末に各建築士事務協会及び当センター各支部で行うとともに、当センターホームページに掲載します。

(5) 「修了証」には受講資格を確認した建築士資格を表示していますが、所持する登録後3年未満の上位の建築士資格の表示を希望する場合は、｢管理建築士講習修了証｣表示変更申請書を提出して下さい。なお、手続きの詳細は、各事務所協会及び当センターホームページで確認して下さい。

８．個人情報の取扱いについて


■講習日・講習会場案内
【受付　８：３０～】　
	会場コード
	講　習　日
	講　習　会　場
	定　員

	２Ｉ-０１
	１０月　７日（木）
	長野県伊那文化会館　　「小ホール」

伊那市伊那 5776　　　　　　　　　 ℡ 0265-73-8822
	１５０名

	２Ｉ-０２
	１０月２９日（金）
	佐久合同庁舎　　　　　「講堂」

佐久市跡部 65-1　　　　　　　　 　℡ 0267-63-3111
	１５０名


	２Ｉ-０３
	１１月１１日（木）
	長野県松本文化会館　　「中ホール」
松本市水汲 69-2　　　　　　　　　 ℡ 0263-34-7100
	２００名

	２Ｉ-０４
	１２月　１日（水）
	ホクト文化ホール（長野県県民文化会館）「小ホール」

長野市若里 1-1-3　　　　　　　　　℡ 026-226-0008
	１５０名


■講習の時間割(予定)

	予　定　時　間
	項　目
	項　目　【内容】
	時　間

	８：３０～
	受 付 開 始
	
	

	９：１５～　９：３０
	受 講 説 明（注意事項説明）
	１５分

	９：３０～１１：００
	講　　義
	建築士法その他関係法令に関する科目
	９０分

	１１：１５～１２：１５
	
	品質確保に関する科目(1)建築士事務所の経営管理
	６０分

	１２：１５～１３：１５
	休　憩（昼食）
	６０分

	１３：１５～１４：４５
	講　　義
	品質確保に関する科目(2)受託業務の管理
	　９０分

	１５：００～１６：００
	
	品質確保に関する科目(3)業務に関する苦情と紛争の予防
	６０分

	１６：００～１６：１５
	休　憩
	１５分

	１６：１５～１６：３０
	修了考査説明（注意事項説明）
	１５分

	１６：３０～１７：３０
	修了考査
	建築士法その他の関係法令に関する問題を複数問
建築物の品質確保に関する問題を複数問
正誤方式（テキスト参照可）
	６０分


■受講申込書受付場所・問い合せ先
	事　務　所　名
	〒
	所　　　在　　　地
	電　　話

	（社）長野県建築士事務所協会 　本　会
〃　　　　　佐久支部　

〃　　　　　上小支部　

〃　　　　　埴科支部　

〃　　　　　諏訪支部　

〃　　　　上伊那支部　

〃　　　　　飯伊支部　

〃　　　　　木曽支部　

〃　　　　　松筑支部　

〃　　　　安曇野支部　

〃　　　　　大北支部　

〃　　　　　須高支部　

〃　　　　　中高支部　

〃　　　　　長野支部　

〃　　　　　飯水支部　
	380-0936

385-8533

386-8555

388-8006

392-8601

396-8666

395-0034

397-8550

390-0876

390-0852

398-8602

382-0083

383-0022

380-0813

383-8515
	長野市岡田町 124-1

佐久市跡部 65-1

上田市材木町 1-2-6

長野市篠ノ井御幣川306-1

諏訪市上川 1-1644-10

伊那市荒井 3497

飯田市追手町 2-678

木曽郡木曽町福島 2757-1

松本市開智 2-3-37

松本市島立 988-1

大町市大町 1058-2

須坂市須坂 164-1ｸﾗｰｼﾞｭすざか

中野市中央 2-1-35

長野市緑町 1605-14

中野市壁田 955
	長水建設会館２F

佐久地方事務所内

上小地方事務所内

長野県建築住宅センター内

諏訪地方事務所内

上伊那地方事務所内

下伊那地方事務所内

木曽地方事務所内

松本市建設業会館内

建築住宅センター松本事務所内

北安曇地方事務所内

建築住宅センター須坂事務所内

水橋ビル３Ｆ

長野ダイヤモンドビル９F

北信地方事務所内
	026(225)9277

0267(63)3330

0268(26)1412

026(293)5990

0266(58)6624

0265(78)6403

0265(22)2850

0264(24)2457

0263(35)3302

0263(40)3286

0261(22)5208

026(248)6629

0269(22)5485

026(267)5055

0269(23)5445


■注 意 事 項

1．受講申込受付書類は長野県建築士事務所協会の支部事務局及び本会事務局に受講者本人が持参されたもののみ受付します。

2．平成20年度から平成23年度の期間は改正建築士法による「管理建築士資格取得講習(法定講習)」の受講修了者は「管理講習(知事指定講習)」を受講したものとみなされます。

3. よって平成2３年9月30日までに事務所の登録更新が必要な設計事務所の管理建築士は今回優先して受講してください。






































































































・管理建築士講習受講者の修了情報は、建築士名簿に登録されます。建築士名簿と照合が必要な場合には、建築士名簿の登録事務を行なっている機関に受講申込書等の情報を提供する場合があります。


・収集した個人情報は、講習の情報提供などの目的で使用させて頂きます。また、当センターの個人情報保護方針に基づき適正かつ安全に管理いたします。なお、詳細については、当センターホームページ（http://www.jaeic.jp/）をご覧下さい。
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